
本事務連絡は、各学校の危機管理マニュアルの点検結果についてお知らせし、それを

踏まえたマニュアルの見直しと今後の不審者対応の検討について依頼するものです。

危機管理マニュアルの点検結果について 

 本年３月、埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵入し、教員に危害を加え

るという事件の発生を受け、文部科学省では、令和５年３月 17 日付け事務連絡「不審者

の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について」により、各学校（認定こど

も園を含む）の危機管理マニュアルについて、各学校の設置者に点検を依頼していたと

ころですが、この度、点検結果について別紙１のとおり取りまとめましたのでお知らせ

します。 

 今回の点検の結果、令和５年７月 12 日までに回答のあった、全国 48,485 の学校の内、 

98.7％の学校が危機管理マニュアルを作成しており、この内、不審者侵入に関わる防犯

対策を記載している学校は、95.9％でした。さらに、この内、３段階のチェック体制ま

で記載している学校は、59.6％にとどまりました。 

本年７月６日には、宮城県栗原市の小学校において、軽トラックを運転して無施錠の

通用口から学校敷地内に侵入してきた不審者が、児童に車両を衝突させる事件が発生し

ております。これにつきましては、令和５年７月 10 日付け事務連絡「事件・事故情報の

共有・注意喚起について （小学校への不審者（不審車両）侵入事案の発生について）」

において注意喚起をしております。その他、５月 25 日には、長野県長野市の小学校、７

月 26 日には、大阪府富田林市の中学校に不審者が侵入する事件が発生するなど、学校へ

の不審者侵入事案が相次いで発生しておりますので、改めて、今、管下の学校で、類似

事案が起こり得る状況にないか、という視点で対策の確認をお願いします。 

危機管理マニュアル（危険等発生時対処要領）については、学校保健安全法第 29 条に

より、各学校での作成が義務づけられております。未作成の学校においては、「学校の

危機管理マニュアル作成の手引」や「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直し

ガイドライン」等を参考に、確実に作成するようお願いします。また、不審者侵入に関

わる防犯対策や不審者侵入防止の３段階のチェック体制について記載が無い場合など

危機管理マニュアルの修正が必要な場合には、別紙２に沿って、令和５年度中に修正を

行うようお願いします。なお、取組の好事例について別紙３のとおり紹介いたしますの

御中
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で、御参考としてください。今回の点検結果の改善状況については、令和６年度に実施

予定の「学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査」において調査する予定です。 

文部科学省では、不審者の学校侵入防止対策を強化するため、令和５年度から令和７

年度までの間、防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の整備について、

補助事業を拡充しております（別紙４、別紙５）。今後、事業募集がある際には、別途

担当課よりお知らせする予定です。本事業も活用して学校の安全確保に努めていただく

ようお願いします。  

 

各都道府県教育委員会におかれては域内の指定都市を除く市区町村教育委員会及び

所管の学校に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県

私立学校主管課におかれては所轄の学校法人及び学校に対し、国公立大学担当課におか

れては附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項

の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社

及び学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域

内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対し、周知されるようお願

いします。 

 【問合せ先】 

文部科学省 総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

TEL：03-5253-4111(内線：2695) 

E-mail：anzen@mext.go.jp 

mailto:anzen@mext.go.jp


国立 48 48 (100.0%) 46 (95.8%) 34 (73.9%)

公立 2,440 2,424 (99.3%) 2,349 (96.9%) 1,510 (64.3%)

私立 5,027 4,752 (94.5%) 4,276 (90.0%) 2,309 (54.0%)

合計 7,515 7,224 (96.1%) 6,671 (92.3%) 3,853 (57.8%)

国立 0 0 (－) 0 (－) 0 (－)

公立 1,145 1,080 (94.3%) 1,074 (99.4%) 579 (53.9%)

私立 5,385 5,250 (97.5%) 4,938 (94.1%) 2,653 (53.7%)

合計 6,530 6,330 (96.9%) 6,012 (95.0%) 3,232 (53.8%)

国立 65 65 (100.0%) 64 (98.5%) 46 (71.9%)

公立 18,227 18,185 (99.8%) 17,804 (97.9%) 11,274 (63.3%)

私立 217 214 (98.6%) 202 (94.4%) 133 (65.8%)

合計 18,509 18,464 (99.8%) 18,070 (97.9%) 11,453 (63.4%)

国立 66 66 (100.0%) 66 (100.0%) 45 (68.2%)

公立 8,884 8,860 (99.7%) 8,611 (97.2%) 5,326 (61.9%)

私立 662 640 (96.7%) 556 (86.9%) 328 (59.0%)

合計 9,612 9,566 (99.5%) 9,233 (96.5%) 5,699 (61.7%)

国立 5 5 (100.0%) 5 (100.0%) 4 (80.0%)

公立 194 194 (100.0%) 191 (98.5%) 111 (58.1%)

私立 1 1 (100.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%)

合計 200 200 (100.0%) 197 (98.5%) 115 (58.4%)

国立 17 17 (100.0%) 17 (100.0%) 9 (52.9%)

公立 3,619 3,611 (99.8%) 3,409 (94.4%) 1,731 (50.8%)

私立 1,256 1,203 (95.8%) 1,054 (87.6%) 588 (55.8%)

合計 4,892 4,831 (98.8%) 4,480 (92.7%) 2,328 (52.0%)

国立 4 4 (100.0%) 3 (75.0%) 2 (66.7%)

公立 34 34 (100.0%) 33 (97.1%) 19 (57.6%)

私立 14 12 (85.7%) 11 (91.7%) 7 (63.6%)

合計 52 50 (96.2%) 47 (94.0%) 28 (59.6%)

国立 43 43 (100.0%) 42 (97.7%) 25 (59.5%)

公立 1,118 1,116 (99.8%) 1,094 (98.0%) 581 (53.1%)

私立 14 13 (92.9%) 13 (100.0%) 5 (38.5%)

合計 1,175 1,172 (99.7%) 1,149 (98.0%) 611 (53.2%)

48,485 47,837 (98.7%) 45,859 (95.9%) 27,319 (59.6%)

幼保連携型
認定こども園

小学校

調査
対象校

中学校

③ ②のうち３段階
のチェック体制を記
載している学校

危機管理マニュアル点検結果

※２　幼稚園には、幼稚園型認定こども園を含む
※１　令和５年７月12日までに回答があったものについて取りまとめたもの

全 体 合 計

② 不審者侵入に関
わる防犯対策を記載
している学校

設置
区分

義務教育学校

高等学校

中等教育学校

特別支援学校

① 危機管理マニュ
アルを作成している
学校

幼稚園

※１

※２
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不審者侵入の防止の３段階のチェック体制 
 

段階 具体的な方策（例） 

A 校門 
校門の活用方法、校門の施錠管理、校門の利用箇所・利用時間の指

定、防犯カメラ、来訪者向け案内等 
B 校門から校舎へ

の入り口まで 
来訪者の校舎の入口や受付への案内・誘導・指示、通行場所の指

定、死角の排除等 
C 校舎への入り口 入口や受付の指定・明示、受付での来訪者の確認、名札の着用等 

※  「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省、令和３

年６月）解説編 P27、サンプル編 P25 も参照ください。 
※ なお、「A 校門」について、例えば門扉が無い場合等、施錠や防犯カメラの設置が物理的

に不可能である場合等においては、別紙３も参考として当該学校・地域の実情を踏まえた

防犯対策を実施することとし、その旨を危機管理マニュアルにも記載してください。 
※ 上記の「具体的な方策（例）」はあくまで例示であり、各学校において効果的な防犯対策

は、施設設備の状況や地域の状況により異なるため、実情を踏まえた何らかの防犯対策

を実施することとし、その旨を危機管理マニュアルに記載してください。 
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事 務 連 絡 

令和５年４月３日  

  

各都道府県教育委員会施設主管課 御中 

 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課   

 

 

不審者の侵入事案を受けた学校施設環境改善交付金における 

防犯対策に係る制度改正の詳細及び地方財政措置について 

 

 

 令和５年３月 17 日付け事務連絡にて、埼玉県戸田市の中学校に刃物を持った不審者が侵

入し、教員に危害を加えるという事件の発生を受け、学校施設環境改善交付金（以下「交

付金」という。）において、防犯カメラ・オートロックシステム・非常通報装置等の整備に

ついて、令和５年度から令和７年度までの間、集中的な支援を行うこととしている旨お伝

えさせていただいたところです。 

この度、交付金の制度改正の詳細について別添１のとおり、また地方財政措置について

別添２のとおり決定しましたので、御連絡させていただきます（なお、別添１の内容につ

いては、令和５年３月 17 日付け事務連絡別添２にて御連絡していた案と同様です）。防犯

対策の強化のために必要な施設整備について、交付金の活用を含め、積極的に御検討いた

だきますようお願いします。 

 本件については、関係する域内市区町村（指定都市を含む。）教育委員会に対しても、適

切に周知いただくよう併せてお願いします。 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

（制度改正等について） 予算総括係（内線 3769） 

（今後の執行について） 整備計画係（内線 2462） 

Tel:03-5253-4111 
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別添１ 

 

 

 

大規模改造（特別防犯対策施設整備工事）事業 

（学校施設環境改善交付金） 

 

１．算定割合  

１／２ 

   ※対象工事費 下限額 １００万円 

                 上限額 １，０００万円 

 

 ２．対象校  

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援

学校、幼稚園 

 

 ３．工事内容  

  ・校門等と管理諸室を繋ぐインターホン設備やオートロック（遠隔施開錠制御

等）等の設置に伴う工事 

  ・防犯監視システムや通報設備の設置に要する経費及びその関連工事 

  など、大規模改造（防犯対策施設整備工事）事業と同様 

   

 ４．補助時限  

令和７年度まで（令和５年度から） 

 



11.25%

実質地方負担　20.0%
80.0%

元利
償還
金の
50％

元利償還金の70％

50.0% 8.75% 3.75% 26.25%

大規模改造（特別防犯対策施設整備工事）事業に係る地方財政措置

10% 15% 75%

【公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園】

国　庫　補　助 地　方　負　担

財源対策債 学校教育施設等整備事業債

別添２
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